
 

 

深夜勤務の廃止に伴う郵便計画手当の支給区分改定について 

 

 日本郵便信越支社総務・人事部は、本日（2月 1日）「深夜勤務の廃止に伴う郵便計

画手当の支給区分改定」について地方本部に説明してきました。 

 

 標記概要については、深夜勤務の廃止に伴う郵便計画手当の支給区分が変更するこ

とにより手当額が改正されるものです。 

 

１． 対象局 

長野南郵便局及び飯田郵便局 

 

２． 変更理由 

深夜勤務廃止に伴い夜間郵便点数（取扱物数等）が２月１日以降、Ｂ区分 

（２０１点以上）からＣ区分へ減少するため。 

 

３． 改定日 

２０１６年２月１日（月） 

 

４． 郵便計画手当の支給区分 

 

 支給区分 支給額 

現行 Ｂ区分 10,200円 

改定 Ｃ区分  6,600円 

 ▲3,600円 

 

５． 現在の支給人数 

 

 郵便部 第一集配営業部 

長野南 ２人 ４人 

飯田 ３人 ４人 
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※ 深夜勤務廃止は効率化計画であるため、経過措置として該当改定日から１２ヶ月に

限り、従前の支給区分に該当するものとみなし支給する。 

なお当該社員へは、丁寧に説明を行い了承を得ることを確認しています。 

 

【労使対応】 単局窓口 

 


